
※加算項目の内訳について

③介護職員等処遇改善加算Ⅰ

　【介護保険サービス費の月合計×14.0％】

※協力医療機関連携加算、生産性向上推進体制加算（Ⅰ・Ⅱのいずれか）、感染対策向上加算については体制整い次第、算定開始予定です。
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【その他の加算項目】

●初期加算について

入所日より３０日間加算されます。（１日あたり）

●安全対策体制加算について

入所日の初日に限り加算されます。

●看取り介護加算について（希望された場合）

看取り介護加算Ⅰ１ 死亡日以前31日以上45日以下

看取り介護加算Ⅰ２ 死亡日以前4日以上30日

看取り介護加算Ⅰ３ 死亡日以前2日又は3日

看取り介護加算Ⅰ４ 死亡日

●外泊時費用について

外泊または入院日の翌日から6日間算定されます。

外泊時費用

●特別通院送迎加算について

 透析を要する入所者であって、その家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事情があるものに対して、

1ヶ月に12回以上、通院のため送迎を行った場合

特別通院送迎加算

●退所時情報提供加算について

医療機関へ退所する入所者等について、退所後の医療機関に対して入所者等を紹介する際、入所者等の同意を得て、当該入所者等の

 心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者等１人につき１回に限り算定されます。

退所時情報提供加算

●所得段階（居住費・食費）について　　詳細につきましては行政へお問い合わせください。
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初期加算
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単位加算項目
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加算項目

65歳以下の方

備　　考

老齢福祉年金受給者、生活保護受給者

合計所得金額+年金収入額が年間80万円以下の方

預貯金等の合計額が650万円（配偶者がいる場合は夫婦の合計が1,650万円）以下の方

合計所得金額+年金収入額が年間80万円超、120万円以下の方

預貯金等の合計額が550万円以下（配偶者がいる場合は夫婦の合計が1,550万円）以下の方

合計所得金額+年金収入額が年間120万円超の方

預貯金等の合計額が500万円以下（配偶者がいる場合は夫婦の合計が1,500万円）以下の方

上記以外の方（本人、世帯、配偶者のいずれかが課税の場合）

備　　考

段階に関わらず、預貯金等の合計額が1,000万円以下
（配偶者がいる場合は夫婦の合計が2,000万円）以下の方
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